
パブリックコメント（意見公募）の実施結果について 

 

・案 件 名  伊東市公共下水道全体計画区域見直し（案） 

・実 施 期 間  平成２７年６月２２日（月）～平成２７年７月２１日（火） 

・担 当 課  下水道課 

・意見提出数  １人・１件 

・頂いたご意見の内容と市の考え方 
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（全体として意見） 

 将来の人口変動や市の財政等を考えると、集合処理から個別処理

への計画見直しは大変良いことと考えます。また、地震災害の発生

リスクの大きい伊東市においては、災害に強い汚水処理施設として

の浄化槽整備は有効と考えます。 

 

（具体的意見） 

 「平成１９年度には・・・」となっていますが、平成２６年１月

に「持続可能な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マ

ニュアル」（国土交通省、農林水産省、環境省連名）により都道府

県を通じて各市町村に見直しの要請がされていると思いますので、

平成２６年度のものを引用した方がよいと思います。 

 

 今後、社会情勢の変動等を踏まえ、汚水処理施設の整備に

関し、集合処理と個別処理のバランスを考える上において、

参考意見として承ります。 

 

 

 

 今回の伊東市公共下水道全体計画区域見直し作業は、平

成２６年１月に３省連名で発出された見直し要請によるも

のではなく、当面当市が下水道事業を進める上で必要とな

った見直し作業です。 

 今後、平成２６年１月に発出された見直し要請に対して
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 「浄化槽設置費補助制度により」となっていますが、浄化槽整備

や単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進するとともに、下水道

利用者とのバランスをとる（負担の不公平の払拭を図る）ためにも

市設置型の浄化槽事業を取り入れていただきたい。 

も、県の指導の下、歩調を合わせて見直し計画の策定に取

り組んでいきたいと考えております。 

  

 

 このたびの全体計画区域の見直し案（削減対象区域）に

つきましては、現在、当市で実施している「浄化槽設置費

補助事業」において対応することが可能な範囲だと考えて

おります。 

 今後、更なる計画の見直しが行われ、居住者が集中する

区域まで計画区域が削減される見通しとなった際には、市

整備型の事業についても整備手法の一つとして研究してま

いります。 

 

 


